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清酒の課税数量の推移
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昭和48年度にピーク（177万ＫＬ）
令和５年度はピーク時の４分の１程度

出典：国税庁統計年報より作成
（注）免許場数には、試験製造場の数は含まない。

（万KL）
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清酒の製造規模ごとの経営状況

（出典）令和５年酒類業実態調査（アンケート調査）。売上高、営業利益の単純平均から算出。

（参考比較）令和４年における平均の営業利益率は食料品製造業で2.7％、製造業で4.9％。

出典：2023年 経済産業省 企業活動基本調査（令和４年実績）。調査対象は従業員50人以上かつ資本金額３千万円以上

∘大規模メーカー（年間1千kL以上製造）に比べ、中小メーカーの利益率は低い。

⇒ 大規模事業者による酒類が市場全体の大宗を占める中、地域で多様な酒類を製造してい
る意欲的な事業者をはじめ、中小の事業者が酒造りの伝統と地域の文化の継承・発展を担
い、国内外の多様なニーズに対応し、日本酒の価値を支えていることから、これらの事業者
の存続が重要。
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 令和３年12月 「伝統的酒造り」を登録無形文化財に登録（「書道」と並び、登録無形文化財として初めての登録）

日本酒、焼酎・泡盛等の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録

○ 登録無形文化財登録

 国内外における「伝統的酒造り」シンポジウムの開催のほか、
ALT等向けの酒蔵見学ツアーを開催する等、様々な周知
広報事業を実施

 令和５年３月    
 令和６年６・９月  
 令和６年11月     
 令和６年12月

○ ユネスコ無形文化遺産への提案 ・登録

(国内でのシンポジウムの模様）

（海外でのシンポジウムの模様）

○ 「伝統的酒造り」に関する各種周知広報事業

○ 登録要件
・ 米などの原料を蒸すこと
・ 手作業で伝統的なこうじ菌を用いてバラこうじを製造すること
・ 並行複発酵を行っており、水以外の物品を添加しないこと 等

○ 保持団体
日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会(令和３年４月16日設立)

    会長：小西 新右衛門（こにし しんうえもん）

（ALT等向け酒蔵見学ツアーの模様）

※ALT：小中学校等の外国語指導助手
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ユネスコ事務局に提案書を再提出（令和4年3月 当初提出）
ユネスコ評価機関会合
ユネスコ評価機関による評価結果公表
ユネスコ政府間委員会において無形文化遺産代表一覧表への「記載」（登録）が決定



○輸出単価上位10か国・地域

国・地域
輸出単価
(2024年)

輸出金額
（2024年）

香港 2,539 5,117

中華人民共和国 2,193 11,671

シンガポール 2,114 1,484

アラブ首長国連邦 1,837 164

英国 1,508 637

アメリカ合衆国 1,430 11,442

フランス 1,265 552

ベトナム 1,209 411

フィリピン 1,179 165

オーストラリア 1,154 782

（参考）EU・英国 943 2,721

（注）輸出金額上位20か国・地域のうち、輸出単価上位10か国・地域

最近の清酒の輸出動向について
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※縦棒  ：輸出金額（左軸）
 折れ線：輸出単価（右軸）

（単位：円/Ｌ、百万円）

（単位：百万円）（百万円） （円/Ｌ）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

輸出金額
（億円） 24.6 41.5 42.2 44.2 39.3 36.4 34.6 34.8 38.4 - - - 336.1

対前年比
（％） ＋6.1 ＋31.0 ＋4.1 ＋18.9 ＋8.9 ＋2.8 ＋2.2 ＋13.5 ＋0.4 - - - ＋9.5

○2025年の清酒の輸出金額の推移

○輸出金額上位10か国・地域

国・地域 2024年
対前年
増減率

2025年
（１ー９月）

対前年同期
増減率

中華人民共和国 11,671 ▲6.2% 9,350 ＋25.8%

アメリカ合衆国 11,442 ＋25.9% 8,516 ▲1.7%

香港 5,117 ▲15.1% 3,713 ＋4.9%

大韓民国 3,743 ＋28.9% 3,195 ＋15.6%

台湾 2,670 ▲0.3% 1,793 ▲4.2%

シンガポール 1,484 ▲1.7% 1,050 ▲2.7%

カナダ 1,041 ＋37.9% 990 ＋34.6%

オーストラリア 782 ＋21.4% 621 ＋9.7%

フランス 552 ＋13.0% 487 ＋11.4%

英国 637 ＋17.2% 460 ▲2.5%

（参考）EU・英国 2,721 ＋16.2% 2,258 ＋8.5%

出典：財務省貿易統計

○ 2024年の清酒の輸出金額は435億円（対前年比＋5.8％）。
○ 2025年１-９月の輸出金額は336.1億円（対前年同期比＋9.5％）となり、単月ベースでは、2024年８月から14か月連続で前年同月

比増を達成。
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酒類業における米国相互関税による影響とそれへの支援

課 題 支 援

・国税局酒類業調整官に随時相談
・継続的にヒアリングを実施

米国からの注文の減少や一時停止、
取引価格の値下げを要求された事例も発生

（大多数は影響なし）

関税の価格転嫁による
米国内での需要低下の懸念

原料米及び資材の価格高騰による
資金繰りの悪化

原料米不足

・海外展開・高付加価値化への取組に対する
補助金の優先採択による支援

・輸出先多角化に向けた支援

・政府備蓄米の活用。備蓄米を用いた試験醸造
の結果を踏まえ、国税局鑑定官から酒蔵への速
やかな情報提供と技術支援。
・原料米農家に対する支援を検討（農水省）

・「重点支援地方交付金」による資金助成
・資金繰り支援（日本酒造組合中央会の信用保
証制度、日本政策金融公庫の融資制度等）

米国関税措置の影響に係る
酒類業者の現状

直
接
的
影
響

そ
の
他
影
響
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都道府県名 交付対象事業名 事業の概要 事業費 補助対象等

山形県
県産日本酒生産基盤
強化事業

県産米を使用した高品質な県産日本酒の
生産基盤強化を図るための酒蔵に対する
原料米価格高騰への支援

40,100千円
県産酒造好適米の価格上
昇額相当分の２分の１を
購入量に応じて助成

福岡県 酒米生産支援事業

主食用米の価格高騰により、酒米からの
作付転換の動きがある中、県内の酒米生
産を維持するため、価格転嫁の即応が困
難な酒蔵に対し、主食用米と同等の価格
での酒米仕入に必要な費用を助成

93,278千円
〔対象経費〕酒米購入費

〔補助額〕48円／㎏

◆ 重点支援地方交付金の活用例①「酒米価格高騰部分に対する資金助成」

都道府県名 交付対象事業名 事業の概要 事業費 補助対象等

岡山県
県産品販路拡大支援
事業（内 原料米価格
高騰対策）

米を主たる原料とする県産品の効果的な
PRに要する経費を支援

45,000千円
〔対象経費〕PR経費
〔補助率〕２分の１

◆ 重点支援地方交付金の活用例②「円滑な価格転嫁等のために行う事業に対する支援」

（注） 事業の概要等については、各都道府県のHP掲載資料等から引用している。

重点支援地方交付金を活用した地方公共団体における酒蔵支援

〇 現在国税局において、酒米価格高騰の影響を受けた酒蔵への影響を緩和するため、地方公共
団体に対し、重点支援地方交付金による支援措置の要請を強化している。

〇 令和６年度「９県７市町」、令和７年度「１７府県１２市町村」で支援措置が講じられているが、酒蔵
は全国に点在することから、引き続き、各地域の酒蔵が影響緩和策を活用できるよう推進する。
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酒蔵の資金繰り支援①（日本酒造組合中央会 信用保証事業）

・ 日本酒造組合中央会が、清酒の製造資金と
して金融機関から借り入れる資金を債務保証。

・ 米価高騰を受け、原料米購入資金の円滑な
調達を目的として、令和７年１月に緊急対策保
証を新設。

【日本酒造組合中央会のリーフレット】

★ 保証料率
＜従  来＞ 年0.5％から1.8％
＜新保証＞ 保証料率を最大50％割引

★ 担保提供
＜従  来＞ 個人保証、不動産担保
＜新保証＞ 個人保証を廃止

 保証額１，０００万円以下は、
 不動産担保不要

★ 保証割合
＜従  来＞ ９０％
＜新保証＞ １００％

資金繰り支援の強化・周知広報による活用促進
8



酒蔵の資金繰り支援②（日本政策金融公庫 セーフティネット貸付）

◆ 公庫融資制度（セーフティネット貸付）

・ 日本政策金融公庫が、企業維持上必要な設
備資金及び経営基盤の強化を図るために必要
な運転資金を融資する制度です。

・ 関税措置の影響を受けた事業者の方は、売
上減少・利益減少といった要件を満たさなくと
も、ご利用いただけます。

【日本政策金融公庫HPのご案内】

★ 利率（年）
＜通  常＞ 基準利率
＜特  例＞ 原材料高騰を受け、売上高

 総利益率が前年比５％以上
減少している方は、0.4%軽減

★ 融資限度額
＜国民生活事業＞ 最大４,８００万円
＜中小企業事業＞ 最大７億２,０００万円  

★ 担保・保証人
利用者の希望を伺いながら個別相談
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 酒米の安定的確保に向け、酒造組合を通じて酒蔵と農家の連携強化や産地化促進の取組を推進する

とともに、酒蔵による酒米産地との連携を活かした高付加価値の新商品開発等の取組を支援する。

酒類に係る経済対策（概要）

Ⅰ．生活の安全保障・物価高への対応

１．足元の物価高への対応

２．地方の暮らしの安定（地方の伸び代を活かす）

 酒米価格高騰の影響を受けた酒蔵に対し、価格高騰に伴う影響緩和策を推進するとともに、資金繰

り支援の強化や価格転嫁に向けた環境整備を通じて、経営基盤の安定化を図る。

Ⅱ．危機管理投資・成長投資による強い経済の実現

２．食料安全保障の確立

 米国関税措置の影響を踏まえ、海外展開や新市場開拓に向けた酒類事業者の取組を支援するとと

もに、海外販路開拓支援、国際プロモーション、海外における國酒の需要創出等を実施する。

 原料米の高騰や気候変動による原料米の高温障害等、日本産酒類の原料を取り巻く喫緊の課題に

対応するため、酒類総合研究所の機能強化を図る。

２．米国関税措置への対応

Ⅲ．防衛力と外交力の強化

 （再掲）米国関税措置の影響を踏まえ、海外展開や新市場開拓に向けた酒類事業者の取組を支援

するとともに、海外販路開拓支援、国際プロモーション、海外における國酒の需要創出等を実施

する。
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事業承継に向けた取組について①

令和７年６月10日 国家戦略特別区域諮問会議（第66回）資料６－２抜粋

「特区制度を活用して取り組む規制・制度改革事項等について(案)」

１．新たに講ずべき具体的な施策
（２）地方の生活・産業・行政

● 意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組、伝統的な清酒産業・文化の持続的な発展・継承
酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造りを始めている例がみられるが、個別の少数の事例に留まっている。
こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承していくため、2025年度に実施する予定の調査事業の結果も踏まえ、関係団体
と連携して、意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒蔵の事業承継を支援する事業に取り
組み、国税庁が進捗をフォローアップしていくことを検討する。

No
.

事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

（中略）

４

意欲と能力のある者により酒
造りがはじめられる取組、伝統
的な清酒産業・文化の持続的
な発展・継承＊

酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造
りを始めている例がみられるが、個別の少数の事例に留
まっている。こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承
していくため、令和７年度に実施する予定の調査事業の結
果も踏まえ、関係団体と連携して、意欲と能力のある者に
より酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒蔵
の事業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が進捗を
フォローアップしていくことを検討する。

（調査事業）令和７年度
措置、（調査事業の結果
も踏まえ、まずは事業承
継支援の事業を実施し、
進捗をフォロー）調査結
果も踏まえ措置

内閣府
国税庁

令和７年６月13日閣議決定 「規制改革実施計画」（抜粋）

Ⅱ 実施事項
１．地方創生
（５）国家戦略特区
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令和７年６月13日閣議決定 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」（抜粋）

Ⅲ．投資立国の実現
２．新たな勝ち筋となる分野での研究開発・輸出の後押し
（５）観光
（前略）
①地方でのインバウンドの推進
地方の中堅企業・中小企業において、特にサービス業などのインバウンドに関わる業種の需要は旺盛であり、地方に

おけるインバウンドの拡大に取り組む。
（中略）
酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造りを始めている例が見られるが、個別の少数の事例にとど

まっている。こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承していくため、2025年度に実施する予定の調査事業の結
果も踏まえ、関係団体と連携して、意欲と能力のある者により酒造りが始められる取組として、まずは新たに酒蔵の事
業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が進捗をフォローアップしていくことを検討する。

令和７年６月13日閣議決定 「地方創生2.0基本構想」（抜粋）

第３章 地方創生2.0の起動
６．政策パッケージ
（２）稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～

①施策の「新結合」：多様な地域資源の一体的な高付加価値化
ⅳ．地域資源の高付加価値化の取組の強化
（酒類）
中小・小規模事業者が大半を占める酒類事業者の経営基盤の強化を図るべく、ブランド化・高付加価値化等による輸

出拡大やインバウンドへの魅力訴求等による関連消費の拡大に係る取組を推進するとともに、原料の安定的な確保を図
るための支援等を講じる。
酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造りを始めている例がみられるが、個別の少数の事例に留まっ

ている。こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承していくため、2025年度に実施する予定の調査事業の結果
も踏まえ、関係団体と連携して、意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒蔵の事
業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が進捗をフォローアップしていくことを検討する。

12

事業承継に向けた取組について②



令和７年度予算における事業承継関連事業

「伝統的酒造り」を次世代に確実に継承するためには、酒蔵の経営の安定化を図りつつ、事業承継を円滑に支援してい
くことが重要であるため、令和７年度における国税庁事業として次の２事業を実施している。
 「伝統的酒造り」に係る事業承継の課題に関する調査事業
 「伝統的酒造り」の事業承継に係る実証分析事業

【概要】
地方酒造の事業承継・再生支援に取り組み「伝統的

酒造り」の維持・発展に尽力している講師を招き、伝
統技術の承継の重要性の紹介及び事業承継におけるポ
イント等の解説を実施。

事業承継オンラインセミナー

実際に事業承継を行った事業者や事業承継に至らな
かった事業者から、事業承継が成功した要因や成功し
なかった要因などを聴取し、酒類事業に係る事業承継
の諸問題を調査分析する事業。

課題調査事業の概要

清酒の事業承継に係る過去の事例を踏まえ、実施事
業者において、承継事業者と被承継事業者とのマッチ
ングを行い、事業承継計画や法律問題等に係る必要な
支援をしつつ、事業承継支援事業に係る課題把握や実
証分析を行う。

実証分析事業の概要

13



課題調査事業の概要（令和７年度予算）

「伝統的酒造り」の担い手が直面する事業承継の課題を洗い出し、需給の均衡を保ちながら、やる気のある世代に、円滑に事
業を承継するための課題を調査することを目的とする。

(1)「伝統的酒造り」の承継実例に関するヒアリング調査実施
(2)「伝統的酒造り」の継承希望者に関するヒアリング調査実施
(3)「伝統的酒造り」の担い手である酒類製造者の事業承継に向けた
課題と、参入希望者のミスマッチの要因及び対応方法の分析調査

(4)事業承継に関する支援事業の体制整備に関する分析調査及び報告
(5)(1)～(4)に関する調査報告書の作成・提出

事業概要

▻事業結果の公表
（公表対象）
(1)調査報告書

 (2)承継ヒアリング調書（承継の成功・失敗事例。匿名版）

今後について

公表物イメージ

14



課題調査事業に係る報告イメージ（令和７年度予算）

１.事業承継における課題分析

(1）事業承継の典型的なプロセスと類型

15



課題調査事業に係る報告イメージ（令和７年度予算）

１.事業承継における課題分析

(2)課題の全体像
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課題調査事業に係る報告イメージ（令和７年度予算）

２.課題に向けた打ち手の方向性

(1）マッチング機能の強化

(2)事業承継プロセスの円滑化

（３）事業承継後の成長支援と業界全体の活性化
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実証分析事業の概要（令和７年度予算）

「伝統的酒造り」の技術を継承する過程における課題等の調査・実証分析を行い、その結果を公表すること
で、業界全体での事業承継の円滑化につなげていくことを目的とする。 

(1)伝統的酒造りの技術を受け継ぎ又は引き継ぐ候補となる事業者の選定

(2)事業承継元の発掘・啓発

(3)事業承継計画の策定

(4)事業承継計画の進捗管理と実施支援

(5)実施結果の取りまとめと総括

事業概要
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「伝統的酒造り」の酒蔵向け事業承継オンラインセミナー
～「伝統的酒造り」を未来に繋ぐための事業承継 はじめの一歩～

○ 「伝統的酒造り」に関わる事業者、関係者及び「伝統的酒造り」を事業承継したいと考えてい
る方を対象に、オンラインセミナーを開催（令和７年９月８日）しました。

伝統技術の承継の重要性について、２名の講師の実体験を交えながら紹介。事業承継に向けて事前に備えておくべき

ポイントや、見落としがちな落とし穴についても具体的な事例を交えて分かりやすく講演。

「伝統的酒造り」に携わる事業者に、事業承継のはじめの一歩を踏み出すためのヒントとなる情報を提供。

セミナー概要

（セミナーリーフレット）【当日参加視聴者数67名（国税庁ホームページにてアーカイブを公開中】 19



セミナー内容・実施結果

早期に承継の可能性を意識することの大切さと、
承継に際してはじめに考えるべき点・注意すべき事項

事業承継の実務において意識すべきポイントと、
承継後に成長していくためのヒント

テーマ

観点

伝統をつなぐ 承継の意義 酒蔵事業承継への挑戦と実務を通じての
経営改革事例

講演内容

• 夢酒蔵の紹介と大邊氏の経験・思い
- これまで支援してきた２つの蔵
- 地元に愛されて良い酒を作る蔵を助け存続させたい

• 早期から承継を考える重要性
- 承継は思わぬタイミングでやってくる

• 「自分は何を承継したいのか」の優先順位をつける
- 譲れないもの何か？後継者を縛りすぎても良くない

• 承継の失敗事例に学ぶ
- タイミングと相談相手の重要性

講演者 夢酒蔵株式会社 代表取締役
大邊 誠 氏

株式会社日本酒キャピタル 代表取締役
田中 文悟 氏

• 株式会社日本酒キャピタルの紹介と業界の現状
• 大納川における活動と成功事例

- 蔵人・社員の意識改革
- ブランディング・マーケティングの重要性

• 承継に際しての蔵全体として心構え
- 酒蔵を元気にするために

• 円滑な事業承継を実現するための、準備と留意事項
- 承継の地元からの見え方
- 美味しい酒を造るだけでは酒蔵は復活しない

講演概要
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 セミナー受講者：67名（うち「伝統的酒造り」の担い手36名）
 セミナー満足度：86.9%（大変満足21.7%, 満足65.2%）

 行動変容を示唆する回答率：44.5%（すぐに行動したい27.8%、検討を始めたい16.7%）
 行動変容に至らずとも関心の高まりを示す回答率：16.7%

以下の連絡先情報を入手
 連絡可能な「伝統的酒造り」の担い手：8名

実施結果



①海外大規模展示会への出展支援や酒類輸出コーディネーター
等による商談会の開催等

②酒類製造者と輸出卸・商社とのマッチングや海外販路開拓を
支援する日本産酒類輸出促進コンソーシアムの運用

③輸出先国の消費者の嗜好や各種規制、販路開拓手法等に係る

海外市場調査・情報収集

①地理的表示（GI）のPRや活用促進
②海外酒類専門家の国内招聘
③商品の差別化・高付加価値化等のための技術支援

２．輸出促進等による酒類業振興  ２３．９億円（１５．５億円）

１．酒類事業者向け補助金 １３．０億円（６．０億円） ※括弧内は令和７年度当初予算（計２１．５億円）

①インバウンドに対する日本産酒類の
魅力発信

②海外バイヤーの国内招聘
③國酒の文化的な価値や魅力の発信につ
ながる、国際空港國酒キャンペーン等
の実施

④日本酒フェアの開催
⑤「伝統的酒造り」を次世代に承継して
いくための事業承継支援事業

（１）日本産酒類の魅力発信等

（２）輸出拡大に向けたマッチング支援

（３）ブランド価値向上支援

※日本酒造組合中央会に対する補助金
【９．９億円】（６．２億円）含む。

（注）この他に令和８年度概算要求において、（独）酒類総合研究所に対する運営費交付金【１０．４億円】 （９．６億円）（ブランド価値向上等に資する研究、国内外への情報発信強化等）を計上しているほか、
米国関税措置への対応強化及び酒米の不足や価格高騰に対応した酒蔵支援強化に必要な経費については、事項要求としている。

※ ＧＩ「日本酒」について、原料の米に国内産米
のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒のみ
が、「日本酒」を名乗ることができます。

酒類の地理的表示マップ（令和７年11月現在、３４ＧＩ）

大規模展示会への出展支援
（令和７年５月、ロンドン）

①ブランディングやインバウンドによる海外需要の開拓等、

日本産酒類の海外展開に向けた取組を支援

チーズと日本酒のペアリング提案セミナーをフランスで開催

②商品の差別化や販売手法の多様化等による経営改革・構造
転換を図る取組を支援

地域の食材と組み合わせた自社ワインのPR

令和８年度概算要求（酒類業振興関係）の概要【計３６．９億円】
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